
公表日 名称 代表者名
不正受給に関与した
役員等の氏名

事業概要
不正受給に係る事業所

の名称
所在地 助成金の名称 支給を取り消した日 返還を命じた額 返還状況 事業主等が行った不正の行為の内容

令和6年6月13日 有限会社かぶきや 小郷　晋吾 小郷　晋吾 飲食店 有限会社かぶきや 倉敷市玉島1952-6 雇用調整助成金 令和6年6月3日 3,822,700 納入計画策定中
休業手当を支払っていないにもかかわらず、
休業手当を支払ったとする書類を作成し、当
該助成金を不正に受給したもの。

令和6年6月13日 有限会社かぶきや 小郷　晋吾 小郷　晋吾 飲食店 有限会社かぶきや 倉敷市玉島1952-6 緊急雇用安定助成金 令和6年6月3日 2,451,350 納入計画策定中
休業手当を支払っていないにもかかわらず、
休業手当を支払ったとする書類を作成し、当
該助成金を不正に受給したもの。

令和6年6月13日
有限会社ケイフーズコーポ
レーション

山田　浩史 山田　浩史 飲食店
有限会社ケイフーズコー
ポレーション

倉敷市中庄3517-1 雇用調整助成金 令和6年5月23日 3,535,418 全額返還済み

支給申請を行った一部の休業日について、休
業手当を支払っていないにもかかわらず休業
手当を支払ったとする書類を作成し、当該助
成金を不正に受給したもの。

不正受給を行った事業主等

（問い合わせ先）

岡山労働局職業安定部職業対策課
電話　086-801-5108


